
京都都市計画地区計画の決定（向日市決定） 
 
都市計画向日台地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 向日台地区地区計画 

位 置 向日市寺戸町天狗塚、向日町北山 

面 積 約 3.7ha 

区

域

の

整

備 
・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

本地区は、「第３次向日市都市計画マスタープラン」において、利便性、

安全性、快適性を兼ね備えた住宅地として環境の充実を図る中密度住宅地

区に位置付けられており、その方針に沿って良好な住環境が求められる地

区です。 
また、本地区は、緑豊かで、歴史ある神社や古墳等を有する西国風致地

区（向神社）に隣接した地区であり、府営住宅団地として土地利用が図ら

れています。 
このような地区に、地区計画を定めることにより、安心・安全な住環境

の形成を図り、「『子育て・みんなの暮らし・豊かな緑』を紡いでつなが

る、向日台」の実現を目指すことを地区計画の目標とします。 

土地利用の方針 

 子どもが地域で育まれ、全ての世代にとって暮らしやすいまちづくりを

推進し、住民等の交流を促進するため、広場や遊歩道（プロムナード）等

を整備するとともに、児童福祉施設等の立地が可能となるよう本地区を２

地区に区分して土地利用を図ります。 
 １ Ａ地区（居住専用ゾーン） 
   遊歩道（プロムナード）の南側は、府営住宅が立地する地区とし

て、安心・安全な住環境に配慮します。 
 ２ Ｂ地区（居住・交流ゾーン） 

遊歩道（プロムナード）の北側は、府営住宅に加えて児童福祉施設

等が立地する地区として、安心・安全な住環境に配慮しつつ、住民等

の交流を促進します。 

地区施設の整備方針 
 良好な住環境を形成するため、住民等の交流と憩いの場になる広場や自

然豊かな緑地を整備します。また、安全で快適な歩行者空間を確保するた

め、遊歩道（プロムナード）を整備します。 

 

建築物等の整備方針 
 土地利用の方針に沿った、各地区の街区形成を図るため、建築物等の用

途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物の形態

又は色彩その他意匠の制限を定めます。 

その他当該地区の整備、 
開発及び保全に関する 
方針 

 市道第 5001 号線の北側端部から約 150ｍ付近の屈曲点から西山方面の真

西から北西方向への眺望を確保します。 
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種類 名称 幅員 延長 面積 備考 

その他公共 
空地 

広場 － － 約 3,000 ㎡ 
遊歩道（プロムナード）

を含めて、Ａ地区とＢ地

区にまたがって設ける。 

遊歩道（プロ

ムナード） 
3ｍ以上 約 150ｍ － 

団地北側出入口付近から

市道第 5001 号線北側ま

での間に設ける。 

緑地 － － 約 3,000 ㎡  

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の区分 
名称 Ａ地区（居住専用ゾーン） Ｂ地区（居住・交流ゾーン） 

面積 約 2.7ha 約 1.0ha 

建築物等の用途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以

外は建築してはならない。 

(1) 共同住宅 

(2) 集会所 

(3) 自動車車庫 

(4) 自転車駐車場 

(5) ごみ置場 

(6) 倉庫業を営まない倉庫 

(7) 公益上必要な建築物（建築

基準法（昭和 25年法律第 201

号）別表第２（い）項第９号

に定めるものに限る。） 

(8) 建築設備の保全及び管理の

用途に供する建築物 

(9) 前各号の建築物に附属する

もの 

 次の各号に掲げる建築物以

外は建築してはならない。 

(1) 共同住宅 

(2) 集会所 

(3) 児童福祉施設等 

(4) 自動車車庫 

(5) 自転車駐車場 

(6) ごみ置場 

(7) 倉庫業を営まない倉庫 

(8) 公益上必要な建築物（建築

基準法（昭和 25年法律第 201

号）別表第２（い）項第９号

に定めるものに限る。） 

(9) 建築設備の保全及び管理の

用途に供する建築物 

(10) 前各号の建築物に附属す

るもの 

 



  

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面から前面道路の境界

線までの距離は、3ｍ以上とす

る。 

 ただし、壁面の位置の制限を

満たさない位置にある建築物

又は建築物の部分が次の各号

のいずれかに該当する場合に

おいては、この限りでない。 

(1) 建築物の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの

合計が 3ｍ以下であること。 

(2) 軒の高さが 2.3ｍ以下で、

かつ、地階を除く階数が一の

建築物であること。 

(3) 建築物に附属する門又は

塀であること。 

(4) 地盤面下の部分であるこ

と。 

 建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から前面道路（敷地

の一部が都市計画法（昭和43年

法律第 100 号）第 4条第 1項に

規定する都市計画に定められ

た同法第 11 条第 1 項第 1 号に

掲げる都市計画施設である道

路の区域である場合にあって

は、当該区域）の境界線までの

距離は、3ｍ以上とする。 

 ただし、壁面の位置の制限を

満たさない位置にある建築物

又は建築物の部分が次の各号

のいずれかに該当する場合に

おいては、この限りでない。 

(1) 建築物の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの

合計が 3ｍ以下であること。 

(2) 軒の高さが 2.3ｍ以下で、

かつ、地階を除く階数が一の

建築物であること。 

(3) 建築物に附属する門又は

塀であること。 

(4) 地盤面下の部分であるこ

と。 

建築物等の高さの最高限度 

  建築物の各部分の地盤面からの高さは、20ｍ以下とし、該当部

分から前面道路反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向

の水平距離に 0.6 を乗じて得たものに 10ｍを加えたもの以下と

する。 

建築物等の高さの最高限度の制限の緩和措置 
１ 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類す

るものがある場合又は建築物の敷地が北側 で水面、線路敷そ

の他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道

路の反対側の境界線又は当 該水面、線路敷その他これらに類

する隣地境界線は当該水面、線路敷その他これらに類するもの

の幅の 2 分の 1 だけ外側にあるものとみなす。 
２ 敷地の地盤面が北側隣地（北側に前面道路がある場合は、当

該前面道路の反対側の隣地をいう。以下同じ。）の地盤面から 
1 メートル以上低い場合の北側斜線（本計画書に定める北側の



前面道路または隣地との関係 についての建築物の高さの最

高限度である線。以下同じ。）は、当該敷地の地盤面と北側隣

地の地盤面との高低差から 1 メートルを減じたものの 2 分
の 1 だけ高い位置にあるものとみなす。 

３ 一団地内に 2 以上の構えをなす建築物を総合的設計により

建築する場合において、建築基準法（昭和 25 法律 201 号）

第 86 条第 1 項の規定による認定 を受けたものについて

は、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 

建築物等の形態又は色彩 
その他の意匠の制限 

建築物の外壁及び屋根等の色彩は、市街地の良好なまち並みと

の調和に配慮したものとする。 

「地区計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図に示すとおり。」 
 
理 由 
 住宅団地の建替えにあわせ、安心・安全な住環境や交流拠点の整備など、子どもが地域で育まれ、すべての

世代にとって暮らしやすい住環境の形成を図る。 
 


